
図形商標「笠間の栗」使用の流れ

申請書の作成

・材料・原料となる笠間の栗の産地を

証明する書類（領収書など）。

・企画書、サンプル、レイアウト、画像

など。

申請書の提出（笠間市役所農政課へ）

・使用対象物が複数ある場合は、対象物

ごとに申請書を作成してください。

承認又は不承認の通知（農政課が通知）

・承認後は最長２年間使用できます。

・完成品を１部提出してください。

（提出が困難な時は写真を提出）

＊＊使用するうえでの注意事項＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

① 承認された用途のみに使用してください。

② 図形商標「笠間の栗」の形と色を正しく使用してください。

（変形や他の図形との組み合わせなど、応用的な使用はできません）

③ 図形商標「笠間の栗」の大きさは、縦１１ｍｍ×横８ｍｍ以上で使用してください。

④ 図形商標「笠間の栗」の色は、暗い黄赤色DICカラーガイド１７版３０９番です。
⑤ 使用する権利は、第三者に譲渡・貸与しないでください。

⑥ 承認された内容が変更になるときは、変更申請書（様式第３号）を提出してください。

⑦ 使用実態の報告を求めることがあります。

【使用できる商品】

・市内で生産された栗

・市内で生産された栗を、材料また

は原料に使用している加工品

・上記加工品の包装資材または広報

広告物

（要綱第４条関係）

【使用できる方】

・栗の生産者

・使用できる商品を製造または販売

する方

（要綱第５条関係）


